
議案第１０号

　　　海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

　　　改正について

　海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。

　　平成２７年２月２６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海老名市長　　内　野　　優

提案理由

　教育委員会委員及び選挙管理委員の報酬について、勤務日数に応じて支給するため



海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例

　海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第

４０号）の一部を次のように改正する。

　別表第１教育委員会委員の項中「月　額」を「日　額」に、「７６，８００」を「２５，０００

」に改め、同表選挙管理委員会委員長の項中「月　額」を「日　額」に、「３４，０００」

を「２１，６００」に改め、同表選挙管理委員の項中「月　額」を「日　額」に、「２８，２００

」を「１８，０００」に改める。

　　附　則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。


